
東京都市計画地区計画の変更（江東区決定） 
 
都市計画新砂地区地区計画を次のように変更する。 

  名      称 新砂地区地区計画 

位      置  江東区新砂二丁目、新砂三丁目、南砂三丁目及び南砂七丁目各地内 

面      積  約３３．１ha 

地区計画の目標  南砂町駅周辺にふさわしい土地の合理的な利用を促進するために、新砂土地区画整理事業による都市基盤の整備に合わ

せて、歩行者空間・みどりのネットワークの形成などにより良好な都市環境を創出し、商業・住宅・医療等の都市機能が

複合した市街地の形成を行う。 
土地利用に関する基本方

針 
 本地区を商業地区、住宅・医療地区、複合 A地区、複合 B地区に区分し、土地利用の方針を次のように定める。 
１商業地区 
 南砂町駅前にふさわしい市街地の形成を図るため、商業・業務等の土地の合理的な利用を促進し、にぎわいの創造と快

適な歩行者空間の整備を図る。 
２住宅・医療地区 
 周辺地域との環境等の調和に配慮しながら、歩行者空間の整備、みどりのネットワークの形成等により医療・福祉等の

公益施設や住宅等の立地にふさわしい良好な都市環境の形成を図る。 
３複合 A地区 
 工業・倉庫・物流などの都市機能に配慮しつつ、商業・業務・住宅等の多様な都市機能の導入を図る。 
４複合 B地区 
 周辺地域の土地利用に配慮しながら、物流などの機能を中心とした複合的な市街地の形成を図る。 
 

地区施設の整備の方針  道路は、都市計画道路を骨格として区画道路を配置するとともに、南砂町駅前に交通広場を設置する。また地区北側の

既存道路の拡幅整備を図る。 
 公園は、南砂町駅南側に北側既存公園とのつながりを持つように設置するとともに地区内に公園を配置する。 
 歩行者ネットワークは、駅側から南側市街地へ至る安全で快適な歩行者ネットワークの形成を図る。 
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建築物等の整備に当たっ

ての規制・誘導の方針 
１土地の合理的な利用を図るため、公共施設の整備状況と区域の特性に応じた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合

の最高限度、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度および建築物の敷地面積の最低限度、建築物の用途の

制限を定める。 
２快適で安全な歩行者空間の創出と緑化等の修景空間の形成及び整った街並の形成のために、壁面の位置の制限を定める。 
３建物の調和を図り、良好な都市景観を形成するために形態又は意匠の制限を定める。 



 
位置 江東区新砂二丁目、新砂三丁目、南砂三丁目及び南砂七丁目各地内 
面積 約３３．１ha 

種類 名称 幅員 延長 面積 備考 
区画道路 1号※ 12m 約 100m  新設 
区画道路 2号※ 10m～12m 約 585m  一部拡幅 
区画道路 3号※ 12m 約 335m  新設 
区画道路 4号※ 12m～15m 約 80m  新設 
区画道路 5号※ 12m～18m 約 30m  新設 
区画道路 6号※ 8m 約 195m  新設 
区画道路 7号※ 8m 約 195m  新設 
区画道路 8号※ 10m～12m 約 505m  新設 
区画道路 9号※ 8m～11m 約 245m  拡幅 
区画道路 10号※ 8m～11m 約 645m  拡幅 
交通広場※   約 3000㎡ 新設、区画道路 10号に

接続 

道路 

歩行者専用デッキ※ 9m 約 40m  新設 
公園 1号   約 6000㎡ 新設 
公園 2号   約 1690㎡ 新設 

公園 

公園 3号   約 1810㎡ 新設 
その他の公

共空地 
歩行者専用通路 6m 約 225m  新設 

地区施設の

配置及び規

模 

 

商業地区 複合 B地区 名称 
 

（1） (2) 

住宅・医療地区 複合 A地区 

(1)  (2)

地区の

区分 

面積 約 3.9ha 約 0.1ha 約 9.9ha 約 17.0ha 約 1.5ha 約 0.7ha 
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建築物の用途の制限 次に掲げる建築物は建築してはならない。 



※ （1）風俗営業等の規制及び
業務の適正化等に関する法

律第 2条第 1項第 1号～第 4
号又は同条第 6 項各号に該
当する営業の用に供する用

途の建築物。 
（2）工場（自家販売のため
に食品製造業を営むもの及

びガソリンスタンド、クリ

ーニング業、自動車販売業

その他これらに類するサー

ビス業を営む店舗に付属す

るものは除く）。 
（3）危険物の貯蔵又は処理
に供するもの（建築物に付

属するものは除く）。 
 
 
 
 

（1）風俗営業の規制及び業務
の適正化等に関する法律第 2
条第 1項第 1号～第 4号又は
同条第 6項各号に該当する営
業の用に供する用途の建築

物。 
（2）工場（自家販売のために
食品製造業を営むもの及びガ

ソリンスタンド、クリーニン

グ業、自動車販売業その他こ

れらに類するサービス業を営

む店舗に付属するものは除

く）。 
（3）危険物の貯蔵又は処理に
供するもの（建築物に付属す

るものは除く） 
（4）ゴルフ練習場、バッティ
ングセンター 
（5）自動車教習場 
（6）畜舎 
 

（1）風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2
条第 1 項第 1 号～第 4 号又は同条第 6 項各号に該当する営
業の用に供する用途の建築物。 
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の最高限度 ただし、建築基準法第 59条の 2を適用する場合はこの限りではない 



面

積

の

敷

地

面

積

に

対

す

る

割

合

の

最

高

限

度

※ 

公共施設の整備

の状況に応じた

容積率の最高限

度 

20/10     30/10 20/10 20/10 20/10 － 

建築物の建築面積の

敷地面積に対する割

合の最高限度 

6/10 
ただし、土地区画整理事業

における仮換地指定後、当

該敷地が接する道路が建築

基準法による道路となった

場合は 8/10（建築基準法第
53条第 4項を適用する場合
はこの限りではない）とす

る。 

   

  

建築物の敷地面積の

最低限度 
500㎡ 
 
ただし、次の各号に該当する場合にはこの限りではない。 
1 土地区画整理事業で換地面積が 500㎡未満の土地、土地区画整理事業で保留地として定めた 500㎡未満の土地。 
2 区長が、良好な環境を害するおそれがないと認めたもの。 



壁面の位置の制限  建築物の壁面又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 
ただし、地盤面下の部分及び次の各号に該当する建築物等はこの限りではない。 
 
 1 巡査派出所、公衆便所その他これらに類するもの。 
 2 道路上に設けられた横断歩道橋又は道路の上空に設けられた渡り廊下と接続する渡り廊下その他これらに類する用
途に供する建築物の部分で、当該建築物の敷地内に存するもの。 
 3 公益上の必要性又は建築物の敷地面積規模などから、区長がやむを得ないと認めたもの。 
 

  

建築物等の形態又は

意匠の制限 
 建築物の外壁若しくは、これに代わる柱及び工作物の色彩は、美観に配慮したものとする。また、屋外広告物は、都市

景観に十分配慮したものとする。 
（注）※は知事承認事項 
 
備考；区域、地区の区分、地区施設の配置、壁面の位置は計画図表示のとおり 
理由；「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の改正に伴い表記上の整合を図るため、地区計画を変更する。 


